山形県男女共同参画センター企画運営委員会設置要綱

（設置）

第1条 山形県男女共同参画センター（以下「センター」という。）の事業の充実と円滑な運営を図るため、企画運営委員会（以下「委員会」という。）を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、センターの事業及び運営について、意見及び提案を行う。

（委員）

第3条  委員会は、委員１０名程度で組織する。

２　委員は、センター登録団体の会員及び一般県民のうちから、理事長が委嘱する。

（委員の任期）

第4条  委員の任期は、２年とする。ただし、任期中に欠員が生じた場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。

２　委員は再任されることができる。

（委員長及び副委員長）

第5条  委員会に委員長及び副委員長１人を置き、委員の互選により定める。

２　副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは，その職務を行
う。

（会議）

第６条　委員会の会議は、必要に応じ委員長が招集し、委員長が議長となる。

（庶務）

第７条　委員会の庶務は、センター事務局において処理する。

附　則

1 この要網は，平成１５年７月２２日から施行する。
第４条の規定にかかわらず、施行日以降最初に委嘱される委員の任期は、平成17年3月31日までとする。

附　則

この要網は，平成１９年４月１日から施行する。
